
障害者総合支援法 平成 26 年 4 月施行内容 

制度対策部保険委員会 

 

障害者総合支援法について H26 年 4月より一部追加で施行される内容を示しました． 

 

障害程度区分から障害支援区区分への名称変更および定義の改正 

� 130 疾患と慢性関節リウマチ 

 



調査項目の見直し 

 

 



一次判定計算式の変更 

 

重度訪問介護の対象に精神障害者，知的障害者を追加 

区分 4 以上で行動関連項目 10 点以上（現行の 8 点に相当）． 

 



ケアホームのグループホームへの一元化 

介護サービスについては，現行のケアホームと同様に当該事業所の従業員が提供しなければならなかったが，サ

テライト型住居の創設により，グループホームの事業所はアレンジメント（手配）のみを行い，外部の居宅介護

事業所に委託が可能となった．また，本体住居から 20 分以内の距離で認められる． 

 

サテライト型住居の場合，基本サービス（計画作成＋家事援助＋生活相談）は包括報酬，家賃・食費などは自己

負担として，グループホーム事業者が提供する．受託居宅介護サービス（居宅介護）は利用料に応じた報酬とし

て，供託介護事業者が提供する． 

 

地域移行支援の対象に保護施設，矯正施設などを退所する障害者を追加 

 



地域生活支援事業の追加 

 

 

 

 


